
２０２１年４月２４日 

ジュニアスクール保護者様各位 

 

エス・パティオスポーツクラブ 

                                                           支配人 吉田 英雄 

 

『緊急事態宣言発令に伴う臨時休館日について』 

 謹啓 ジュニアスクール保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し

上げます。また、平素はエス・パティオスポーツクラブの諸活動にご理解・ご協力を賜り誠

にありがとうございます。 

さて、４月２３日政府より「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言」

が発令されました。それに伴い兵庫県より運動施設への休業要請を受け、当クラブでは４月

２５日（日）～５月１１日（火）までの期間、全館臨時休館といたします。 

会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、この度の緊急事態宣言をご理解いただ

き、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。なお、ご不明な点等ございました

ら、下記記載時間帯にてお問い合わせください。 

今後の状況変化に伴うご案内、その他最新情報は、ホームページ・LINE＠にてお知らせ

いたします。 

謹白 

記 

＜臨時休館日＞ ２０２１年４月２５日（日）～２０２１年５月１１日（火）   

 

 ＜４月度授業＞ 休校になった４月度授業（4 月 25 日(日)･26 日(火)･28(水)）分は、  

         ９月組までにお振り替えください。 

 

 ＜５月度授業＞ すでにご案内の 2021 年度カレンダーを再編してカレンダーを調整い 

たします。後日ホーム・ページ、LINE＠にてお知らせいたします。 

なお、５月度は５月１２日（水）～６月８日（火）となります。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

      ご不明な点は、エス・パティオスポーツクラブまでお問い合わせください。 

        TEL ０７８－７９６－６５１８ 

        緊急事態宣言中の電話受付時間/10:００～16:00（4/25-4/29 まで） 


